
活動内容○　交通安全運動等の交通安全啓発行事に際しては、当社が独自に啓発文書を作成し、　公共団体が作成するパンフレットと併せて、全社員にＥメールで送付することにより　安全運転意識の高揚と、運動期間周知徹底を図っています。○　テレマティクシステムを導入して、速度超過の他、急加速、急減速、長時間運転、　長時間アイドリングについて機械による監視を実施しています。　　社用車を使用する社員については、予め運転免許を登録することで、うっかり失効　を防止するとともに、運転前後の飲酒検査及び検査結果の記録を実施しています。○　テレマティクシステムの通報状況及び交通事故発生状況を分析して、四半期ごとに　幹部職員及び安全運転（副）管理者に通知することで、運転者に対する指導強化を図　っています。○　全ての社用車の後部に「安全運転宣言！・横断歩道！歩行者優先！」のステッカー　を貼付して、運転者の安全意識高揚を図っています。○　社用車運転時はもとより、マイカーの運転に際しても、「全席シートベルト着用」　の指導を徹底しています。○　毎月１回実施している安全衛生委員会において、社内交通事故の発生状況や交通　安全に関する各種事項を伝達し、担当社員を通じて全社員に周知しています。○　令和６年５月１０日、交通事故が多発していた所属の社員（約３０名）に対し、　安全運転臨時講習を実施しています。○　事故多発が懸念される年末を控えた、昨年１１月中に７回（７日、８日、１２日　１５日、１８日、２１日、２２日）の安全運転講習を実施し、延べ２９７名の社員　に対し交通安全啓発を実施しています。　　また、交通事故を発生させる等した社員等１５名に対しては、通常の講習に加え　て交通安全特別講習（１１月２５日）を実施しています。
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事業所等名 近鉄ケーブルネットワーク株式会社　

登録の内容 □ 防犯交通安全・防犯 ☑ 交通安全 □


